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【公開番号】特開2016-154928(P2016-154928A)
【公開日】平成28年9月1日(2016.9.1)
【年通号数】公開・登録公報2016-052
【出願番号】特願2016-92237(P2016-92237)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   5/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    5/02     ３１０Ｃ
   Ａ６１Ｂ    5/02     ３１０Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月23日(2017.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に光を照射する発光部と、
　前記被検体からの光を受光する第１の受光部及び第２の受光部と、
　前記第１の受光部よりも前記被検体側の位置に設けられ、前記被検体からの光を透過し
、且つ前記被検体の生体情報の測定時に前記被検体に接触する透光部材と、
　を含み、
　前記透光部材から前記第１の受光部へ向かう方向からの平面視において、前記発光部お
よび前記第１の受光部を含む領域をＲ１、前記発光部および前記第２の受光部を含む領域
をＲ２とした場合に、領域のサイズはＲ１＜Ｒ２であることを特徴とする生体情報検出装
置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記発光部と前記第１の受光部との距離をＬ１とし、前記発光部と前記第２の受光部と
の距離をＬ２とした場合に、Ｌ２＞Ｌ１であることを特徴とする生体情報検出装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記発光部と前記第１の受光部との距離をＬ１とし、前記発光部と前記第２の受光部と
の距離をＬ２とした場合に、Ｌ２＞２×Ｌ１であることを特徴とする生体情報検出装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかにおいて、
　前記発光部と前記第１の受光部との距離Ｌ１は、１ｍｍ≦Ｌ１≦３ｍｍであり、
　前記発光部と前記第２の受光部との距離Ｌ２は、２ｍｍ≦Ｌ２であることを特徴とする
生体情報検出装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記第１の受光部は、
　前記発光部と前記第２の受光部との間に配置されることを特徴とする生体情報検出装置
。
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【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記発光部は、
　前記第１の受光部と前記第２の受光部との間に配置されることを特徴とする生体情報検
出装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかにおいて、
　前記Ｒ１は、前記発光部及び前記第１の受光部を含む最小の長方形で表される領域であ
り、前記Ｒ２は、前記発光部および前記第２の受光部を含む最小の長方形で表される領域
であることを特徴とする生体情報検出装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかにおいて、
　前記Ｒ１の平均高さをｈ１、前記Ｒ２の平均高さをｈ２とした場合に、ｈ１＞ｈ２であ
ることを特徴とする生体情報検出装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記透光部材の周囲に設けられ、前記被検体の前記生体情報の測定時に、前記被検体に
接触する接触部を有し、
　前記接触部に対応する位置又は領域における高さをｈ３とした場合に、ｈ１＞ｈ３＞ｈ
２であることを特徴とする生体情報検出装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれかにおいて、
　前記透光部材は曲面状の凸部を有することを特徴とする生体情報検出装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれかに記載の生体情報検出装置を含むことを特徴とする電子機
器。
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